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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、社員とその家族の安心を担保するため、

何よりも「安全」を最優先に行動し、危険の芽をいち早く摘み取

り、不安全行動を無くし事故の未然防止に努めます。

１．現場の安全管理に必要な資源を投入します。

２．リスクアセスメント推進会議を毎月開催します。

３．現場管理者の安全管理能力向上教育を実施します。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、リスクに立ち向かうべ

く安全状態を維持し、不安全行動を行わず事故の未然防止に努め

ます。

１．施工と一体になった安全施工サイクルを展開します。

２．ヒヤリハット報告を活用した安全管理を実施します。

３．現場管理者に必要な安全管理能力を獲得していきます。


